
WebNACCS外為法関連業務
⽔産物輸⼊割当ての電⼦申請

令和７年10⽉

貿易経済安全保障局 貿易管理部 農⽔産室
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０．WebNACCSへのログイン
https://web-prod.nac.naccs.jp/nwebau/WBN/WBN0WW01OE01SAction.do

お気に⼊り登録すると、簡単に
ページを開くことができます。

ログインするために、
・利⽤者ID
・パスワード
・業務カテゴリに「外為法関

連業務」
を⼊⼒⼜は選択。



ここでは、例として⽔産物輸⼊割当品⽬である「いか」の申請を⾏う⽅法を説明します。
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１．【新規申請作成】ボタンをクリックします。
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２．【輸⼊割当承認同時申請（⽔産物）】を選択し、【申請を開始する】ボタンをクリックします。

以下の⽔産物18品⽬＋特殊輸⼊割当てを申請
する際は、輸⼊割当承認同時申請（⽔産物）
メニューを選択してください。

あじ、いわし、さば、すけそうだら、たら、
たらの卵、いか、⼲しするめ、にしん、
こんぶ、こんぶ調製品、ホタテ⾙、⼲しのり、
無糖の味付けのり、のりの調製品、
ばら⼲しあおのり・ひとえぐさ、
ぶり・さんま・⾙柱及び煮⼲し、⽔産物
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３．申請の概要を確認し、【次へ】ボタンをクリックします。
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４．申請者区分を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。

輸⼊者（申請者本⼈）が申請する場合は本⼈を選択。

通関業者など申請者本⼈から委任を受け、委任⽤パス
ワードを使⽤して申請者本⼈に代わって電⼦申請を⾏
う場合は代理申請者を選択。
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５．申請者情報が最新であることを確認し、【次へ】ボタンをクリックします。

①本⼈を選択した場合 → ⼿順７に進みます。

申請者情報が表⽰されます
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申請者情報が最新であることを確認し、【次へ】ボタンをクリックします。

②代理申請者を選択した場合 → ⼿順６に進みます。

代理申請者情報が表⽰されます
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６．委任申請者の情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。
代理申請者を選択した場合 → ⼿順７に進みます。

申請者を選択
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７．申請担当者情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。
事前に申請担当者情報を登録すれば、
【⾃動⼊⼒】ボタンから、情報を⾃動⼊⼒
できます。
申請担当者情報の登録⽅法は次ページ。

申請担当者を選
択
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（参考）申請担当者情報登録⽅法
①【汎⽤情報設定】ボタンをクリックし、【申請担当者情報】
ボタンをクリックします。

②申請担当者情報を⼊⼒し、登録ボタンをクリックします。
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８．取引内容情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

⼀覧参照をクリック。
「いか」を選択 → 決定ボタン

割当⽅式を選択
記載不要
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９．商品情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

記載不要

記載不要

プルダウンから輸⼊発表に
記載の商品名を選択
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10．原産地情報を⼊⼒します。

記載不要

原産地情報を複数件⼊⼒する場合は、【原産地を
追加】ボタンをクリックします。

⼀覧参照をクリックし、検索条件に国名
を⼊⼒。検索ボタンをクリックすると検
索結果が表⽰される。
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11．船積地域情報を⼊⼒します。

選択⽅法は、原産地国コードの⼊⼒⽅法と同
様です。P14を参照ください。

記載不要

記載不要



数量と⾦額の選択を誤ると、再申請とな
りますので、ご注意ください。
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12．取引明細情報の数量または⾦額を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

記載不要

いかでは使⽤しません。
「ぶり・さんま・⾙柱及び煮⼲し」、「⽔産
物」の申請時のみ記⼊してください。

ポイント

以下３つのうち、品⽬毎の対象単位は以下のとおりです。
MT︓すけそうだら
枚︓無糖の味付けのり、⼲しのり、のりの調製品
KG︓上記以外の14品⽬（←いかはこちら）

半⾓数字で数量を⼊⼒。
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13．申請理由等情報を⼊⼒し、【次へ】ボタンをクリックします。

記載不要

記載不要
（内容変更及び期間延⻑の申請の場合に記載。）
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14．交付形態を選択し、【次へ】ボタンをクリックします。
原則として、【電⼦ライセンスの交付を希望する】を選択してください。



19

15．必要書類をアップロードし、【次へ】ボタンをクリックします。

例︓いかの先着順割当ての申請を⾏う場合、以下の資料などが
必要になります。

・申請に係る輸⼊契約書（写）及び原本証明（別紙参考様式）
・おおよそ直近⼀年における輸⼊実績を証する資料として

①税関の輸⼊許可通知書（写）
②インボイス（写）
③B/L⼜はAWB（写）
④上記①から③に関する輸⼊通関実績表（別紙様式３）

・申請登録番号が通知されたメール（写）
・⾃社で輸⼊通関が確実である事を証する書類（別紙様式２）

詳細については、輸⼊発表に記載があります。詳しくは以下の
リンクからご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/tr
ade_control/03_import/04_suisan/index.html

ポイント

ファイル添付は、ドラッグアンドドロップ また
は
ファイル選択ボタンからアップロードできます。

https://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/03_import/04_suisan/index.html
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16．申請内容を確認します。
内容を変更する場合は、【編集】ボタンをクリックします。変更が完了したら、【確認画⾯へ】ボタン
をクリックします。 すべて開くボタンを押すと、全て

の項⽬の詳細内容が表⽰されます。

プラスボタンを押すと、当該項⽬の
詳細内容を確認することが出来ます。
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17．【申請する】ボタンをクリックします。

18．整理番号を確認します。

1234567890
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19．本資料に関するお問合せ先

経済産業省 貿易経済安全保障局 貿易管理部
農⽔産室（企画担当）

電 話︓０３－３５０１－０５３２
メール︓bzl-nousuisan@meti.go.jp
９時半〜17時（12時から13時を除く。）
（⾏政機関の休⽇を除く。）

本資料の申請イメージは、輸出⼊・港湾関連情報処理センター株式会社（NACCSセンター）
作成のWebNACCS 操作説明書 （外為法関連業務）1.0版から引⽤しています。


